
 

 

第三回開閉所農林業系廃棄物減容化事業運営協議会 
議事要旨 

日  時 平成 28 年 10 月 28 日（金）13：30～14：20 

場  所 開閉所 共同企業体事務所 ２階会議室 

出 席 者 

◎：会長 

○：副会長 

委 員 

 

田村市 

 

・都路町 第９区 行政区長      根内 昌美 

・都路町 第９区 行政区副区長    坪井 幸一 

・都路町 第 10 区 行政区長     宗像 則良 

○都路町 第 10 区 行政区副区長   高橋 英吉 

川内村 ◎川内村 行政区長会 会長      高野 恒大 

・川内村 第２区 行政区長      秋元 喜一 

・川内村 第２区 行政区長代理者   秋元 一 

・川内村 第３区 行政区長      佐藤 義秋 

田村市役所 ・田村市 産業部 農林課 課長     鈴木 正雄 

・田村市 原子力災害対策課 課長   斎藤 忠一 

・田村市 都路行政局 市民課 課長  遠藤  裕和 

川内村役場 ・川内村 住民課長                 遠藤 清輝 

福島県 ・農林水産部 環境保全農業課主幹兼副課長 

              （代理）森口 克彦 

環境省 ・大臣官房 廃棄物・リサイクル対策部 

 指定廃棄物対策担当参事官室 

  課長補佐            上原 健一 

・福島環境再生事務所 

  減容化施設整備課 課長     小島 啓之 

事務局 環境省 福島環境再生事務所 

事業者 三菱・大林・東亜共同企業体 

議事要旨 ○共同企業体の案内で施設の工事進捗状況の見学を現場説明があった。 

○共同企業体から工事進捗状況、農地土壌モニタリング、モニタリングポスト

設置計画の説明があった。 

○質疑応答により以下の点が確認された。 

 

・火災等の緊急時の対応については、共同企業体から再生事務所・自治体等を

経由して田村市・川内村地元消防団に確実に伝達できる体制を確保するこ

と。 

・環境省より計画収集量は現時点でも当初計画値の 49,300 トンで変更ないと

の説明があった。 

・プラントが稼働後、住民の見学は田村市・川内村経由で環境省へ申し出いた

だくことで対応する。 

・399 号線の補修工事が予定されているので、工事車両、通勤車両など注意す

ること。また共同企業体の大型車両が通行する場合は、従来同様誘導員を付

けて対応すること。 

・次回の運営協議会の予定は 1月下旬から 2月頃になること。                        


